
この度、弊社福岡営業所が中華人民共和国駐福岡総領事館の指定事業者として登録されました。
登録が完了した事により渡航手続きに必要とされる認証取得代行手続きが可能となります。
(渡航手続きに関連しない認証業務は承れませんのでご注意ください）

又、弊社ではビザ取得手続きのサポートも行っております。
福岡地区での中国ビザ申請案件がございましたらお気軽にお問い合わせください。
管轄地域:山口県・福岡県・佐賀県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県・沖縄県

福岡総領事館でのビザ申請日は毎週火曜日となります。福岡総領事館の申請枠は他地域に比べ
少なくなっております。お急ぎの場合は、東京大使館での申請もご検討ください。

2021年2月8日より中国ビザ申請者の指紋採取が開始されております。
指紋採取は福岡総領事館で行われる為、申請者は福岡総領事館へ出向く必要がございます。
ご注意ください。中国ビザ申請者の指紋採取について (chn-consulate-fukuoka.or.jp)
主な必要書類は以下の通りです。(詳細な内容につきましてはお問い合わせをお願いします)

郵船トラベル株式会社 西日本営業部
営業第1チームTel : 06-6734-2811 Mail : kob@ytk.co.jp
営業第2チームTel : 06-6734-2812 Mail : kke@ytk.co.jp
広島営業所Tel : 082-261-8126 Mail : kph@ytk.co.jp
福岡営業所Tel : 092-475-0011 Mail : wfs@ytk.co.jp

お問い合わせ

中華人民共和国駐福岡総領事館

指定事業者登録完了のお知らせ

海外出張ご担当部署の皆様 中国渡航者様へ

尚、弊社では東京地区・名古屋地区・大阪地区の中国ビザ申請も承っておりますので、
申請案件がございましたらお気軽に各地区の営業所担当者にお問い合わせください。

業務(M)ビザ申請時の主な必要書類 パスポート原本

証明写真(縦4.8cmｘ横3.3cm) オンライン申請書

申請予約確認表政府機関発行の招聘状(PU)


